
１１月１５日(日)は栃木県知事選挙の投票日です

今回から、投票日当日の投票終了時間を２時間繰り上げ、午後６時までとなりますのでご注意ください。
■対象投票所　町内全投票所（19カ所）　■投票所閉鎖時刻　午後６時（従来の午後８時を２時間繰り上げ）
■問合せ　選挙管理委員会事務局　☎72-6927　※栃木県知事選挙の詳細は、広報10月号でお知らせします。

〈投票時間変更のお知らせ〉

医
療
保
険
や
年
金
、
道
路
や
公
共
施

設
な
ど
、
役
所
の
手
続
き
の
こ
と
で

困
っ
て
い
る
こ
と
や
望
ん
で
い
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
ん
な
時
は
行
政

相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

町
で
は
、
平
山
英
夫
さ
ん
（
西
田
）

が
行
政
相
談
委
員
と
し
て
活
動
し
て
い

ま
す
。
行
政
上
の
困
り
ご
と
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
は
無
料
、
秘
密
厳
守
で
す
。

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
予
防
の
た
め
、
相
談
時
間
は
１
人

（
１
組
）
あ
た
り
15
分
〜
30
分
程
度
と

し
ま
す
。
相
談
時
は
、
マ
ス
ク
の
着
用

を
お
願
い
し
ま
す
。

【
定
例
相
談
会
】

▼
日　

時　

９
月
18
日
㈮
、
10
月
２
日
㈮

午
前
９
時
〜
正
午

▼
場　

所　

ゆ
め
プ
ラ
ザ
・
那
須

【
特
設
相
談
会
】

▼
日　

時　

10
月
21
日
㈬
午
前
９
時
〜

正
午

▼
場　

所　

芦
野
基
幹
集
落
セ
ン
タ
ー

▼
相
談
会
の
問
合
せ　

○
平
山
英
夫
行
政
相
談
委
員
（
自
宅
）

☎
72 

５
２
３
４

○
総
務
課
広
報
広
聴
係　

☎
72 

６
９
０
１

▼
行
政
相
談
に
つ
い
て
の
問
合
せ

総
務
省
栃
木
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８
‐
６
３
４
‐
４
６
８
０

北
那
須
３
市
町
（
那
須
町
・
大
田
原

市
・
那
須
塩
原
市
）
の
住
民
サ
ー
ビ
ス

向
上
の
た
め
、
10
月
か
ら
延
長
窓
口
の

開
設
曜
日
と
時
間
を
統
一
し
ま
す
。

現
在
、
毎
週
金
曜
日
に
開
設
し
て
い

る
延
長
窓
口
を
、
次
の
と
お
り
変
更
し

ま
す
。

▼
現
行
（
10
月
２
日
ま
で
）

・
開
設
曜
日　

毎
週
金
曜
日

・
開
設
時
間　

午
後
５
時
15
分
〜
７
時

15
分

▼
変
更
後
（
10
月
７
日
か
ら
）

・
開
設
曜
日　

毎
週
水
曜
日

・
開
設
時
間　

午
後
５
時
15
分
〜
７
時

※
水
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
、
木
曜
日

に
延
長
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

▼
開
設
課（
本
庁
）　
住
民
生
活
課
、
税

務
課
、
保
健
福
祉
課

▼
問
合
せ　

総
務
課
行
政
改
革
係

☎
72 

６
９
０
２

10
月
19
日
㈪
〜
25
日
㈰
は
行
政
相
談
週
間
で
す

困
っ
た
ら　

一
人
で
悩
ま
ず　

行
政
相
談

10
月
７
日
か
ら　

夜
間
延
長
窓
口
の
開
設
曜
日
を
水
曜
日
に
変
更
し
ま
す

町
で
は
、
公
正
で
開
か
れ
た
町
政
を

推
進
す
る
た
め
、
情
報
の
公
開
請
求
に

つ
い
て
定
め
た
「
情
報
公
開
条
例
」
に

基
づ
き
情
報
公
開
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
町
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の

適
正
な
取
扱
い
と
本
人
か
ら
の
個
人
情

報
の
開
示
請
求
等
に
つ
い
て
定
め
た

「
個
人
情
報
保
護
条
例
」
に
基
づ
き
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
努
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
情
報
公
開
条
例
と
個
人
情
報

保
護
条
例
で
は
毎
年
１
回
、
制
度
の
運

用
状
況
を
公
表
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
。
昨
年
度
の
運
用
状
況
は
左
表
の

と
お
り
で
す
。

▼
問
合
せ　

総
務
課
広
報
広
聴
係

☎
72 

６
９
０
１

令
和
元
年
度
情
報
公
開
と

個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

情報公開条例に基づく情報公開請求

※個人情報保護条例に基づく開示等の請求や不服申立てはありませんでした。

（H31.4.1～R2.3.31）　

実施機関

町　　長

教育委員会

合　　　計

担当課
処　理　状　況

不　服
申立て

請求件数
公　開 部分公開 非公開 不存在

総　務　課

税　務　課

企画財政課

環　境　課

観光商工課

農林振興課

上下水道課

学校教育課
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